
２６食産第４６１８号

平成２７年３月２５日

中央卸売市場開設者 殿

農林水産省食料産業局長

中央卸売市場業務規程例の一部改正について

平成２７年４月１日からの食品表示法（平成２５年法律第第７０号）の施行及び「平

成２６年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成２７年１月３０日閣議決定）

を踏まえ、開設者が卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第９条第１項の規定に基

づき業務規程を定め、又は同法第１１条第１項の規定に基づき業務規程に規定する事

項等の変更をする場合のガイドラインである「中央卸売市場業務規程例の作成につい

て」（平成１１年１０月１日付け１１食流第３０８３号食品流通局長通知）を別紙新

旧対照表のとおり改正したので、参考とされたい。

なお、本改正内容にあるとおり、業務規程の記載事項のうち、公の施設の管理に関

する事項等条例で定めるべき事項以外の事項を、地方公共団体の判断により条例以外

の規則等の形式により定めることについては、卸売市場法上問題ないことを申し添え

る。



○
中
央
卸
売
市
場
業
務
規
程
例
に
つ
い
て
（
平
成
1
1
年
1
0
月
１
日
付
け
1
1
食
流
第
3
0
8
3
号
）
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表
（
案
）

（
下
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改
正
後

改
正
前

中
央
卸
売
市
場
業
務
規
程
例

◯
◯
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
規
程

中
央
卸
売
市
場
業
務
規
程
例

◯
◯
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
規
程

（
注
）
業
務
規
程
の
名
称
は
、
そ
れ
が
卸
売
市
場
法
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
（
注
）
業
務
規
程
の
名
称
は
、
そ
れ
が
卸
売
市
場
法
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

作
成
さ
れ
る
業
務
規
程
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
よ
う
、
で
き
る
限
り
業
務

作
成
さ
れ
る
業
務
規
程
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
よ
う
、
で
き
る
限
り
業
務

規
程
と
い
う
文
字
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
が
、
条
例
の
制
定
方
式
等
の
関
連
に
お

規
程
と
い
う
文
字
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
が
、
条
例
の
制
定
方
式
等
の
関
連
に
お

い
て
◯
◯
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
等
の
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
も
や
む
を
得

い
て
◯
◯
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
等
の
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
も
や
む
を
得

な
い
も
の
と
考
え
る
。

な
い
も
の
と
考
え
る
。

ま
た
、
こ
の
業
務
規
程
例
は
条
例
に
よ
り
定
め
る
こ
と
を
想
定
し
て
策
定
し
た

ま
た
、
こ
の
業
務
規
程
例
は
条
例
に
よ
り
定
め
る
こ
と
を
想
定
し
て
策
定
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
業
務
規
程
の
記
載
事
項
に
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2年
法
律
第
6

も
の
で
あ
る
が
、
業
務
規
程
の
記
載
事
項
に
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6

7
号
）
に
基
づ
く
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
事
項
等
条
例
に
よ
り
定
め
る
べ
き
事

7号
）
に
基
づ
く
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
事
項
等
条
例
に
よ
り
定
め
る
べ
き
事

項
も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
事
項
を
、
地
方
公
共
団
体
の
判
断
に
よ

項
も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
事
項
を
条
例
以
外
の
形
式
に
よ
り
定
め

り
条
例
以
外
の
規
則
等
の
形
式
に
よ
り
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
卸
売
市
場
法

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
卸
売
市
場
法
上
の
問
題
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
業
務
規

上
の
問
題
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
業
務
規
程
の
記
載
事
項
の
一
部
を
規
則
等
に

程
の
記
載
事
項
の
一
部
を
規
則
等
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
し
た
場
合
、
こ
の
業
務

よ
り
定
め
る
こ
と
と
し
た
場
合
、
こ
の
業
務
規
程
例
中
の
「
規
則
」
等
の
文
言
に

規
程
例
中
の
「
規
則
」
等
の
文
言
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
修
正
を
行
っ
て
差
し
支

つ
い
て
は
、
必
要
な
修
正
を
行
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

え
な
い
。

な
お
、
業
務
規
程
の
記
載
事
項
を
条
例
と
規
則
等
に
書
き
分
け
て
定
め
よ
う
と

な
お
、
業
務
規
程
の
記
載
事
項
を
条
例
と
規
則
等
に
書
き
分
け
て
定
め
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
開
設
者
は
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
一
連
の
条
例
及
び
規
則
等
を

す
る
場
合
に
は
、
開
設
者
は
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
一
連
の
条
例
及
び
規
則
等
を

ま
と
め
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
と
め
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
市
場
外
に
あ
る
物
品
の
卸
売
の
禁
止
）

（
市
場
外
に
あ
る
物
品
の
卸
売
の
禁
止
）

第
3
6
条

卸
売
業
者
は
、
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
場
内
に
第
3
6
条

卸
売
業
者
は
、
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
場
内
に

あ
る
物
品
以
外
の
物
品
の
卸
売
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず

あ
る
物
品
以
外
の
物
品
の
卸
売
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
1)
～
(

3)
（
略
）

(
1)
～
(

3)
（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
は
、
当
該
申
請
に
係
る
取
引
が
次
の
各
号
に
６

第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
は
、
当
該
申
請
に
係
る
取
引
が
次
の
各
号
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

(
1)

（
略
）

(
1)

（
略
）

(
2)

当
該
取
引
に
係
る
物
品
の
引
渡
年
月
日
、
商
品
名
（
食
肉
に
あ
っ
て
は
、
品
種

(
2)

当
該
取
引
に
係
る
情
報
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
確

及
び
部
位
を
含
む
。
）
、
出
荷
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
卸
売
の
数
量
、
等
階
級
、

実
で
あ
る
こ
と
。



荷
姿
、
量
目
そ
の
他
公
正
な
価
格
形
成
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
事
項
で

イ
当
該
取
引
に
係
る
物
品
の
引
渡
年
月
日
、
商
品
名
（
食
肉
に
あ
っ
て
は
、
品

市
長
が
規
則
で
定
め
る
も
の
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

種
及
び
部
位
を
含
む
。
）
、
出
荷
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
卸
売
の
数
量
、
等
階

級
、
荷
姿
、
量
目
そ
の
他
公
正
な
価
格
形
成
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

事
項
で
市
長
が
規
則
で
定
め
る
も
の

（
注
）
１

出
荷
者
の
氏
名
又
は
名
称
に
つ
い
て
、
食
肉
に
あ
っ
て
は
加
工
者
を
経
て
（
注
）
１

出
荷
者
の
氏
名
又
は
名
称
に
つ
い
て
、
食
肉
に
あ
っ
て
は
加
工
者
を
経
て

出
荷
者
か
ら
出
荷
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
工
者
の
氏
名
又
は
名
称
に
関

出
荷
者
か
ら
出
荷
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
工
者
の
氏
名
又
は
名
称
に
関

す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
と
す
る
。

す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
と
す
る
。

２
水
産
物
及
び
食
肉
に
あ
っ
て
は
、
等
階
級
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
水
産
物
及
び
食
肉
に
あ
っ
て
は
、
等
階
級
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
削
る
。
〕

ロ
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
2
5
年

法
律
第
1
7
5
号
）
第
1
9
条
の
1
3
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
が
定

め
ら
れ
て
い
る
生
鮮
食
料
品
等
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る

事
項
の
う
ち
市
長
が
規
則
で
定
め
る
も
の

(
3)
～
(

5)
（
略
）

(
3)
～
(

5)
（
略
）

（
仕
切
り
及
び
送
金
）

（
仕
切
り
及
び
送
金
）

第
4
7
条

卸
売
業
者
は
、
受
託
物
品
の
卸
売
を
し
た
と
き
は
、
委
託
者
に
対
し
て
、
そ
第
4
7
条

卸
売
業
者
は
、
受
託
物
品
の
卸
売
を
し
た
と
き
は
、
委
託
者
に
対
し
て
、
そ

の
卸
売
を
し
た
日
の
翌
日
（
売
買
仕
切
書
又
は
売
買
仕
切
金
の
送
付
に
つ
い
て
委
託

の
卸
売
を
し
た
日
の
翌
日
（
売
買
仕
切
書
又
は
売
買
仕
切
金
の
送
付
に
つ
い
て
委
託

者
と
の
特
約
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
特
約
の
期
日
）
ま
で
に
、
当
該
卸
売
を
し
た

者
と
の
特
約
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
特
約
の
期
日
）
ま
で
に
、
当
該
卸
売
を
し
た

物
品
の
品
目
、
等
級
、
単
価
（
せ
り
売
若
し
く
は
入
札
又
は
相
対
取
引
に
係
る
価
格

物
品
の
品
目
、
等
級
、
単
価
（
せ
り
売
若
し
く
は
入
札
又
は
相
対
取
引
に
係
る
価
格

を
い
う
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
数
量
、
単
価
と
数
量
の
積
の
合
計
額
、
当

を
い
う
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
数
量
、
単
価
と
数
量
の
積
の
合
計
額
、
当

該
合
計
額
に
規
則
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
委
託
者
の
責
め
に
帰
す

該
合
計
額
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
委
託
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き

べ
き
理
由
に
よ
り
第
5
2
条
の
規
定
に
よ
る
卸
売
代
金
の
変
更
を
し
た
物
品
に
つ
い
て

理
由
に
よ
り
第
5
2
条
の
規
定
に
よ
る
卸
売
代
金
の
変
更
を
し
た
物
品
に
つ
い
て
は
、

は
、
当
該
変
更
に
係
る
品
目
、
等
級
、
単
価
、
数
量
、
単
価
と
数
量
の
積
の
合
計
額

当
該
変
更
に
係
る
品
目
、
等
級
、
単
価
、
数
量
、
単
価
と
数
量
の
積
の
合
計
額
並
び

並
び
に
当
該
合
計
額
に
規
則
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
）
、
控
除
す
べ
き
第
4
9

に
当
該
合
計
額
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
金
額
）
、
控
除
す
べ
き
第
4
9
条
で
規

条
で
規
定
す
る
委
託
手
数
料
及
び
当
該
卸
売
に
係
る
費
用
の
う
ち
委
託
者
の
負
担
と

定
す
る
委
託
手
数
料
及
び
当
該
卸
売
に
係
る
費
用
の
う
ち
委
託
者
の
負
担
と
な
る
費

な
る
費
用
の
項
目
と
金
額
（
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
を
含
む
。
）
並
び
に
差
引

用
の
項
目
と
金
額
（
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
を
含
む
。
）
並
び
に
差
引
仕
切

仕
切
金
額
（
以
下
「
売
買
仕
切
金
」
と
い
う
。
）
を
明
記
し
た
売
買
仕
切
書
及
び
売
買

金
額
（
以
下
「
売
買
仕
切
金
」
と
い
う
。
）
を
明
記
し
た
売
買
仕
切
書
及
び
売
買
仕

仕
切
金
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

切
金
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
注
）
第
１
項
中
「
規
則
で
定
め
る
率
」
に
つ
い
て
は
、
規
則
に
お
い
て
「
八
パ
ー
セ

ン
ト
」
と
す
る
旨
を
規
定
す
る
。
な
お
、
条
例
に
お
い
て
「
八
パ
ー
セ
ン
ト
」
と

規
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

２
（
略
）

２
（
略
）

（
買
受
代
金
の
即
時
支
払
義
務
）

（
買
受
代
金
の
即
時
支
払
義
務
）

第
5
1
条

仲
卸
業
者
及
び
売
買
参
加
者
は
、
卸
売
業
者
か
ら
買
い
受
け
た
物
品
の
引
渡
第
5
1
条

仲
卸
業
者
及
び
売
買
参
加
者
は
、
卸
売
業
者
か
ら
買
い
受
け
た
物
品
の
引
渡



し
を
受
け
る
と
同
時
に
（
卸
売
業
者
が
あ
ら
か
じ
め
仲
卸
業
者
及
び
売
買
参
加
者
と

し
を
受
け
る
と
同
時
に
（
卸
売
業
者
が
あ
ら
か
じ
め
仲
卸
業
者
及
び
売
買
参
加
者
と

支
払
猶
予
の
特
約
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
特
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
期
日
ま
で
に
）
、

支
払
猶
予
の
特
約
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
特
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
期
日
ま
で
に
）
、

買
い
受
け
た
物
品
の
代
金
（
買
い
受
け
た
額
に
規
則
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

買
い
受
け
た
物
品
の
代
金
（
買
い
受
け
た
額
に
そ
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額

を
加
え
た
額
と
す
る
。
）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
加
え
た
額
と
す
る
。
）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
注
）
第
１
項
中
「
規
則
で
定
め
る
率
」
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
「
八
パ
ー
セ
ン
ト
」

と
す
る
旨
を
規
定
す
る
。
な
お
、
条
例
で
「
八
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
規
定
す
る
こ

と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

附
則
（
平
成
２
７
年
３
月
２
５
日
付
け
２
６
食
産
第
４
６
１
８
号
）

こ
の
通
知
は
、
平
成
２
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。


